
児童福祉文化財について
1.社会保障審議会による児童文化財推薦

社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮間に対して答申や意見の具申を行う他、児童福祉法第8条第7項の規定により、児童の福祉の向上を図る
ために、芸能、出版物等の推薦を行い、又、それらの製作者や興行者に対して必要な勧告を行う権限が与えられている。

社会保障審議会福祉文化分科会は、平成13年 3月 23日 より児童福祉文化財の推薦を実施している。

児童福祉法第8条第7項

社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会は、児童及び知的障害者の福祉を図る
ため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販

売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

2.児童福祉文化財の推薦業務
福祉文化分科会は、優れた作品・公演等の審査を円滑に行うため「委員会」を設置して

審議。福祉文化分科会は、3つの委員会で構成。推薦の決定が委任されている。

各委員会は、社会保障審議会の本委員、各分野における学識経験者の臨時委員と

専門委員若干名から構成されている。
出版物委員会 (図書等)

舞台芸術委員会 (演劇、ミュージカル、コンサート、舞踏等 )

映像・メディア等委員会 (映画、放送テレビ、ビデオ、CD等 )

推薦基準
・ 児童に適当な文化財であって、児童の道徳、情操、知能、体位等を向上せしめ、その

生活内容を豊かにすることにより児童を社会の健全な一員とするために積極的な効果
をもつもの。

・ 児童福祉に関する社会の責任を強調し、児童の健全な育成に関する知識を広め、
または、児童問題の解決についての関心及び理解を深める等、児童福祉思想の啓発普

及に積極的な効果をもつもの。
・ 児童の保育、指導、レクリエーション等に関する知識及び技術の普及に積極的な効果

をもつもの。

推薦数
平成21年度の推薦数 90点

出版物 :58点 舞台芸術 :14点 映像・メディア等:18点

平成21年度の特別推薦※ 16点
出版物 :6点 舞台芸術 :5点 映像・メディア等 :5点

※特別推薦 "・ 推薦作品の中で特に優れた作品
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